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【はじめに】 
 

●県庁の仕事のやり方を変える ～ 行政経営改革に向けた取り組み ～ 

 私たち県職員は、与えられた行政の目的を達成するため、地方自治法第２条

に規定されているとおり、「最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなけれ

ばならない。」のは当然のことです。 

 県庁を取り巻く環境は、絶えず変化していますので、私たちはその環境の変

化を常に認識し、改善を図らなければなりません。ただ、経営品質の向上に向

けた取り組みの中で学んだように改善では環境が大きく変化するときには、十

分対応できないことがあります。そのとき、「目的を達成するために」という

視点から仕事のやり方を見直し、改善ではなく改革を実行する必要があります。

つまり、ゼロベースから仕事のやり方を見直してみることが必要になります。 

 あなたが、新しいミッションを与えられたとします。その時点では、人員は

あなたしかいませんし、予算も全くありません。あなたは与えられたミッショ

ンを達成するために、「最少の経費で最大の効果を挙げるためにどうすればよ

いか？」と考え、一から新しいシステムを構築していくことになります。 

 ゼロベースからの見直しとは、「今ある組織・人員・予算を基にどう改善す

るか？」という考え方ではありません。一から新しいシステムを構築していく

ことです。 

経営の神様といわれた松下幸之助さんは、「５パーセントのコストダウンを

はかるより、30 パーセント下げる方が容易な場合がある。５パーセントのと

きは、今までの延長線上で考えがちだが、30 パーセントともなれば、もはや

発想を根本的に転換せざるを得ず、そこからまったく新しい発想が生まれてく

ることがあるからです。」との言葉を残されています。つまり、ものの見方を

変えて考えてみれば、新たな方法、新たな仕事のやり方を見つけられる、とい

うことです。 

 私たちには、現在の非常に厳しい財政状況の中でも、多岐にわたる県民ニー

ズへの対応が求められています。 

 持続可能な県政運営のためには、県庁のスリム化が必要であり、昨年 12 月

に策定した行政改革プラン（以下「行政改革プラン」という。）でも、平成 22

年４月までに知事部局で 572 人の正職員を削減して、3,400 人体制にするとと

もに、10 年以内に 3,000 人体制にすることを目指しています。 

 これを実現するには、これまで取り組んできましたように、環境の変化に常

に対応して、事務事業の廃止や縮小、集中化や効率化、さらには市町村への権

限移譲など、様々な取り組みを進めていくことが必要です。 
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 ただ、こうしてスリム化した県庁の体制で、出来る限り県民ニーズに応えて

いくためには、どうしても仕事のやり方を変えなければなりません。 

 この「仕事のやり方を変える」方法の一つとして、アウトソーシングに取り

組むことにしました。 

 アウトソーシングの取り組みは全国的に実施されていますが、本県の取り組

みは、目指す方向や規模などの面で先進的な取り組みであると言えます。直面

する財政危機を逆に県を変えていくチャンスと捉え、これからの民間と行政の

あり方、新しい公共サービスのあり方を形づくるものとして、アウトソーシン

グに積極的に取り組んでいきます。 
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第１ アウトソーシング推進の必要性 

１ アウトソーシングに取り組む背景 
 

●新しい民間とのパートナーシップ（協働）の構築 ～ 官から民へ ～ 

 従来は「公の仕事は全て官が行う」というイメージが強かったと思います。

しかし、これまでにも県は、施設の清掃や警備業務などいくつもの業務で直営

方式から委託方式に仕事の仕方を変化させてきています。つまり、公の仕事に

占める官の業務を民に移してきています。これは、県を取り巻く社会情勢や経

済情勢の変化に対応してきたものです。 

そして近年、県民のニーズは、ますます複雑になり多様化するとともに、少

子・高齢、人口減少の時代を迎えて、国・地方に 770 兆円を超える巨額の債務

が重くのしかかり、県の従来の仕事のやり方では、県民のニーズに対応するこ

とは困難になってきています。その一方で、民間の力は確実に伸びてきていま

すし、公共的なサービスへの参画意識を持った人々も増加してきています。 

こうした状況の中で、持続可能な県政運営を実現していくためには、これま

での行政サービスの在り方や民間と行政との役割分担をゼロベースから見直

すことが求められます。 

この見直しに際して、私たち職員は、何を目指すのか、何を自ら担っていく

のか、何を民間にお任せするのか、さらにどのように民間との協働を進めてい

くのか、を考え、県民に新しい公共の形を明らかにしていくことが、今求めら

れています。 

 その際、アウトソーシングを単に「業務の外部委託」と限定的にとらえるこ

とはありません。民間から任期付きの職員を採用して活躍してもらうことも、

庁内で民間からの派遣社員を活用することも、さらに減反に関わる仕事を県か

ら農業団体にお任せしたように、仕事そのものを民間に担ってもらうことも、

「官から民へ、あるいは官と民との協働」の一つです。 

 また、南海地震対策のように、県民、地域、行政がそれぞれの役割を果たし

ながら対策を講じなければならない場合でも、例えば、地域自主防災組織の立

ち上げを市町村とともに地域支援企画員がサポートすることで、住民自らが共

助の仕組みづくりを行い、活動の輪を徐々に地域へ広げていく取り組みも、官

と民との協働の一つです。 

 今回のアウトソーシングの取り組みは、先ほども述べましたように、単に業

務を外部に委託するだけではなく、様々な手法で民間の力を県民に提供するサ

ービスに取り入れていくための取り組みですし、県庁の仕事の仕方を変えてい
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くための取り組みです。 

県民の目線に立った行政運営や、県民・民間との協働を進めるうえで、これ

までの県の仕事のやり方を、過去の伝統や仕組みにとらわれず、ゼロベースか

ら変えていく必要があります。その手段の一つとして、行政から民間へ、また

民間と行政との新しいパートナーシップを構築するために最も有効な手段で

あるアウトソーシングに的を当てて県庁全体で取り組むことで、行政サービス

に民間の優れた知恵と技術を取り入れ、新しい形の公共サービスを創っていき

ます。 

 

●求められる地域振興 ～ 地域版アウトソーシング ～ 

 現在の県内の厳しい雇用状況を考えると、民間でできることは民間にお任せ

することで県内にビジネスチャンスを広げ、雇用の場を提供するとともに、職

員には、県民のニーズがありながら十分対応することができていなかった業務

領域や集中して取り組むべき政策課題に対応することが求められています。 

 特に、就業機会の乏しい中山間地域では、小規模であっても生活の安定に結

びつく仕事や地域の支え合いに役立つ仕事など、いわば地域版アウトソーシン

グともいうべき業務の委託を進めていくことが、地域の振興に大いに役立つも

のと期待されています。 

 例えば、本庁の所属が、会議のテープ起こし業務を発注する際に、録音から

委託すれば、録音のために県庁に来やすい高知市周辺の事業者しか受託できま

せんが、録音は県が行い、録音の電子データをもとにテープ起こしをインター

ネットを活用して委託すれば、高知市周辺だけではなく、中山間地域のＳＯＨ

Ｏ事業者などでも仕事を受けることができます。 

 また、道路の草刈りや清掃を、市町村を通じて地区単位に切り分けるなど、

地域の住民グループが請け負えるようにすることで、地域のコミュニティが活

発になり、自らの地域を自らの力で守り育てる意識が広がっていきます。 

 このように、アウトソーシングする際には、中山間地域の方々も視野に入れ、

発注の仕方を工夫すれば、アウトソーシングによる雇用の効果を県内全域に広

げていくことができます。 

 

●厳しい財政状況への対応 ～ コスト意識の醸成 ～ 

 国と地方の厳しい財政状況と進展する少子・高齢、人口減少社会を考える

と、今後、地方の行財政はさらにスリム化していく必要があります。それに

は、事務事業の見直しや人件費の削減などの痛みを伴う改革が必要ですし、

少子高齢社会の到来を考えると県には時間的余裕はありません。 
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 今、行政には、コストを下げること、組織と人員のスリム化や業務の効率

化を図ることと併せて、相反することではありますが、可能な限り、より質

の高いサービスを提供することも求められています。 

 これを実現するには、行政に携わる私たち職員一人ひとりが、民間と競い

合えるだけのコスト意識を持つことと、民間の優れた知恵と技術を活用する

ことが求められます。 

 そのためにはまず、今、提供している行政サービスに一体いくらのコスト

がかかっているのか、もしこれが民間ならどの程度のコストで出来るのか、

といったことを職員一人ひとりが十分に理解したうえで仕事に携わることが

必要です。 

 県が行っていた業務を民間に任せてみること、また、民間と一つの業務を

協働してやってみることで、民間がもっている効率性や低コスト化の知恵を

学ぶことが出来ると同時に、限られた経費でより多くの質の高いサービスを

提供することが可能となります。 

 アウトソーシングする際には、当然コストを分析することが必要ですので、

これまで県が独占的に提供していた行政サービスをアウトソーシングの手法

で民間に任せてみることで、民間には、新たなビジネスチャンスが開けます

し、職員には効率性やコスト意識が生まれ、行政コストの適正化を進めるこ

とができます。 

 

●国の規制緩和の動き 

市場化テストや構造改革特区など、国では規制改革の検討が進められ、こ

れまでアウトソーシングの阻害要因となっていた制度の改正や新たな法の制

定の検討が行われており、行政サービスの民間開放が一層加速されていく状

況にあります。 

国に対して積極的に規制緩和を求めていくとともに、国の動きを的確に捉

え、これまで以上に効率的で効果的な事務事業の執行や行政サービスの提供

に努めていくことが求められています。 
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２ 県が自ら担うべき業務の検討 
 

今回のアウトソーシングの取り組みで、まず求められることは、アウトソー

シングできる業務を探すことではなく、各部局、各所属が自ら担うべき業務（コ

アコンピタンス）を選別することです。 

そのためには、県政運営の基本姿勢、さらには各部局が策定している経営方

針に沿って業務の洗い直しを行い、その中から県が自ら担わなければならない

ものを限定していく必要があります。 

そうすることによって、各部局におけるアウトソーシングの対象の業務が明

らかになるとともに、それに向けた検討が進むことになります。 

ただ、そうした業務でも国の規制などによってすぐに出せないものもありま

すが、規制緩和を求めたり、構造改革特区などの制度を活用するなどしてアウ

トソーシングを実現していきましょう。また、業務の受け皿がすぐには見つか

らない場合は、それを育成することも必要です。 

業務の選別の過程で廃止・中止すべき業務は、当然廃止・中止しますし、市

町村に移譲した方が県民サービスの向上につながる場合は、市町村に移譲して

いくことは、いうまでもありません。 

 

●県が自ら担うべき業務を例示すれば 

県が自ら担うべき業務は、その時々の社会や経済の情勢の中で変わっていく

ものです。 

県の行うサービスは多くの分野にまたがりますし、その手法も様々です。そ

のような中から、県が自ら担うべき業務をあえて例示するとすれば、次のよ

うな整理ができると考えます。 

ただし、これはあくまでも一つの切り口からみた例示であり、基本はそれぞ

れの業務の目的や内容、制度上の位置付け、費用対効果などを十分に検証し

たうえで決めていくことになります。 

◇県の信用や情報力、調整能力、独自の技術力や専門性を要する業務で、

外部からの評価が高いなど今後も維持することが望まれる業務 

◇機密性・危機管理が強く求められる業務 

◇政策的判断、公的意思の形成を伴う業務 

◇権利を制限し、または義務を課すなど公権力の行使を伴う業務 

◇法令で、職員が実施しなければならないとされている業務、あるいは制

度上委託ができない業務 
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３ アウトソーシングに取り組む意義 
 

 アウトソーシングの取り組みは、今後、大きく変化していくであろう社会

環境に柔軟に対応できる目的達成型の県庁に変えていくために必要な「仕事

の仕方を変える」ための業務改革であると同時に、日々現場に立つ職員の意

識改革でもあります。 

 例えば、これまでの外部委託は、施設の清掃や警備業務など定型的な業務の

代行という形が主でした。そのため、外注の際の仕様もそれまでの県庁の仕事

のやり方をベースに作成され、アウトソーシングのメリットの一つである民間

の優れた知恵や技術を活用するという点からすると、まだまだ十分に民間の力

を活用できているとはいえません。 

 アウトソーシングを検討する際には、受け皿となって頂けるような民間企業

などと向き合い、アウトソーシングしようとする業務を見て頂き、民間の強み

が発揮できるような発注仕様書の在り方や業務改善の提案を民間企業やＳＯ

ＨＯ事業者などに求めていくことになります。 

 民間と意見交換をしていく中で、職員も民間の仕事のやり方を学び、それを

アウトソーシングする業務に生かすだけではなく、さらに、引き続き県の職員

が自ら担う業務でも、過度に複雑で厳格になっているといわれる県庁の事務処

理フローの見直しにもつなげていくことが必要です。そのような取り組みを行

って仕事の仕方を変えることで時間外勤務も縮減され、７時消灯の実現にもつ

ながります。 

 今回、外部委託という言葉の代わりに、あえてアウトソーシングという言葉

を使用しているのは、県庁の業務を担ってもらうという意味に加えて、外部（民

間企業やＳＯＨＯ事業者など）が持つ、優れた知恵や技術を県が提供する行政

サービスに取り入れていくという戦略性を加味したいという思いと、そうする

ことによって県庁の仕事の仕方を変える業務改革、職員の意識改革につなげて

いきたいという思いからアウトソーシングという言葉を使っています。 

 

 

●アウトソーシング後の県庁の姿 

 これから進めるアウトソーシングは、県民・民間と県庁が、それぞれの強み

を生かして、最適な役割分担を行っていくことになりますので、県庁業務のア

ウトソーシングが進めば、職員を、県が自ら担うべき業務や新しい政策課題へ

の対応、さらにはアウトソーシングする業務の支援や管理、評価といった業務

に重点的に配置していくことができます。 
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 このため、県庁職員の評価軸が変わります。具体的には、職員にはこれまで

以上に政策を立案する能力や成果を評価する能力が問われることになります

ので、これまではどちらかというと手順重視であったものを、より成果を重視

する方向へと転換を図る必要があります。 

また、アウトソーシングを進めることによって、結果的に県民・民間ととも

に仕事をする「開かれた県庁」になることや、大量退職時代を迎えて職員数が

減少するなかでも、持続的な自治体運営が可能になります。 
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４ アウトソーシングによりもたらされる効果 
 

 アウトソーシングする業務については、受け皿となる民間企業やＳＯＨＯ事

業者、ＮＰＯ、さらには地域の方々と一緒に、行政との最適な役割分担を事務

や事業ごとに議論し、民間の技術力やノウハウを取り入れ、効率的で質の高い

県民サービスの確保を目指していきます。 

また、その際には、新たな業務フローの設計や現状コストの比較なども行っ

たうえで、アウトソーシングすることにしています。 

こうしたことから、アウトソーシングを進めることにより、次の４つの効果

がもたらされます。 

 

●県民サービスの質の向上 

県民・民間と県庁が、それぞれの強みを生かすとともに、民間の技術力や蓄

積されたノウハウを取り入れることで、県民サービスの質の向上を図ることが

できます。 

 

●民間との協働による人材育成、雇用の創出 

民間との協働による職員の意識改革とともに、地域や民間に新たな就業やビ

ジネスチャンスを生み出し、専門的能力を備えた人材の育成と雇用の拡大を図

ることができます。 

 

●県民の参画、地域の活性化 

 それぞれの目的に応じて柔軟で多彩な活動を行っているＮＰＯや県民によ

るボランティア活動などの主体的な活動が活発化しつつあり、目的を共有して

協働を図ることにより、多様化する県民ニーズに機動的、効率的に対応するこ

とができます。 

 

●県庁の自発的なスリム化 

 多様な民間の技術力やノウハウを活用することによりコストの縮減ととも

に、人員のスリム化や業務の効率化も図ることができます。 
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５ アウトソーシング推進上の懸念事項 
 

●ダブルコストは発生するのか？ 

 急速なアウトソーシングを行えば、退職者数とのギャップが生じ、ダブルコ

ストになるのではないか、という声を聞きます。 

 職員の年齢構成を見ると、平成 19 年度から数年間は多数の退職者が見込ま

れますが、アウトソーシングを進めていく過程では、言われるようにこの退職

者の数とアウトソーシングやスリム化による人役の数との間に、一時的なギャ

ップが生じます。 

 もし、現在実施している事務や事業を固定的に考えるなら、それをダブルコ

ストという言い方ができるかもしれません。 

 ただ、行政ニーズは多岐にわたっており、かつ、時代とともに常に変化する

ものですので、新たな行政ニーズや集中して取り組むべき政策課題に対応する

ことも必要です。今の厳しい財政状況では、人員を増やすことは困難ですので、

アウトソーシングによって生み出された人員がこれに当たります。 

 一方で、定年前の勧奨退職制度の活用を並行して進めることで、可能な限り

いわゆるダブルコストを避ける努力も続けていきます。 

 アウトソーシングの進み具合により、調整しきれない事態も想定されますが、

それは改革の一過程における一過性の問題であり、中期的に見ればアウトソー

シングを進める方が、より早期に行政経営改革とコストの縮減が進むと考えて

いますので、事務や事業を固定的に考えることなく、より効率的、効果的な人

員の配置に努めていきます。 

 

 

●業務を受けてくれる受託事業者（受け皿）がいない？ 

 まず、県がどのような業務をアウトソーシングしようとしているのかを、民

間に明らかにすることが必要です。 

アウトソーシングする業務を民間にお示しすることで、民間ではこれをビジ

ネスチャンスととらえ、受け皿作りに取りかかってくれます。県が、アウトソ

ーシングしようとする業務を民間にお示ししない限り、民間での受け皿育成の

議論は、始まらないのです。 

また、今自分たちがやっている仕事が必要だからこそ、厳しい財政状況の中

でも廃止するのではなく、力を付けてきた民間に受け皿を作っていただくこと

によって続けていくことが出来るようになります。 
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第２ アウトソーシング実施計画 

 

県庁の仕事のうち、民間に任せられない仕事が一体どれだけあるかといった

視点に立って、全ての業務を徹底的に洗い直し、そのうえで、民間の活力を積

極的に活用することによって、県庁の仕事のやり方を抜本的に改革していきた

いと考えています。 

 昨年 12 月に策定した行政改革プランにおいても、これまでの「民間ででき

ることは民間に」という考え方から一歩踏み込み、県が自ら担わなければなら

ない業務以外は、すべてアウトソーシングするという基本姿勢で取り組みを推

進することとしています。 

 行政改革プランの記述を具体化するためにも、「第 1 アウトソーシング推進

の必要性」の考え方のもとに、知事部局における県庁業務のアウトソーシング

を、基本方針の下に年次ごとの数値目標を設定し、計画的に取り組んでいきま

す。 

 
 
１ 基本方針 

 

●平成 20 年４月までに知事部局の業務の 30％（人役として 27％）をアウトソ

ーシング（事務事業の廃止などによるスリム化を含む。）する。 

 

２ アウトソーシングに取り組む数値目標 
 

①アウトソーシング総人役 

◇知事部局の正職員、非常勤職員および臨時職員の総人員数 4,695 人の

27％に当たる 1,260 人役に相当する業務をアウトソーシング（事務事業

の廃止などによるスリム化を含む。）する。 

②年次別アウトソーシング人役 

◇①のアウトソーシングを実施するため、下記の時期に該当する人役をア

ウトソーシング（事務事業の廃止などによるスリム化を含む。）する。 

・平成 18 年 4 月までに、338 人役 

・平成 19 年 4 月までに、422 人役 

・平成 20 年 4 月までに、500 人役 

合計＝1,260 人役 
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３ アウトソーシング実施上の留意点 
 

●県内企業への発注を基本 

 具体的な業務をアウトソーシングする際には、県内の雇用の創出やサービ

スを支えるノウハウを備えた人材の育成のために、県内企業で対応できない

特殊な技術力などを要する場合を除いて、県内の事業者に発注することを基

本にします。 

 

●個人情報等の保護 

 守秘義務、個人情報の保護などは、基本的には委託契約の秘密の保持条項

や個人情報の保護条項、「個人情報保護条例」の罰則規定、「情報セキュリテ

ィポリシー」の情報セキュリティ対策等で確保することになりますし、より

機密性の高い個人情報等を取り扱わせる場合などは、作業に従事する個々人

に情報取扱いに関する誓約書を提出させるなど追加的な対応を取っていきま

す。 

 

●責任の明確化とサービスの維持・向上 

 委託先に明確な責任を担ってもらうためには、業務を発注する際には、受

注者に履行を要求するサービスの内容（業務の範囲、水準、工期）と要求を

満たせないときのリスク分担をあらかじめ取り決めたうえで、提供していた

だくサービスを評価し、チェックしていく仕組みが必要です。 

このため、現在、品質を管理するためのガイドラインを作成しています。

平成 18 年度には全部局でこの品質管理ガイドラインの試行を行い、平成 19

年度から、対象となる全ての委託業務に適用していきたいと考えています。 

 品質が低下したときのフォローや責任は、受注者との契約の中で明確にす

ることにしていますが、日常的には、その契約を補完する品質管理ガイドラ

インに基づいて管理していく中で、必要に応じて、是正の措置を求めていく

ことにしています。 

受注者の責任により要求するサービス水準を満たさないことが判明したと

きは、代替処理や改善の措置を求めます。それでも要求するサービス水準を

満たさない場合は、業務を続けることが難しいと判断し、契約の解除や違約

金の支払いを求めるといった対応を取っていきます。 

 

●アウトソーシングの取り組みの評価 

 アウトソーシングは、県庁の仕事のやり方を変えるだけでなく、その結果、
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地域の活性化や、雇用の場の拡大といった相乗効果をもたらします。 

 こうした効果を高めることもアウトソーシングの目的ですので、業務の完

了後には「何が実現されたか」をきちんと評価し、よりよいアウトソーシン

グにつなげていくことが大切です。 

 この評価の仕組みについては、アウトソーシング検討委員会の意見も聞き

ながら構築し、その仕組みが有効に機能するかどうか、平成 18 年度に検証し

ていきます。 

 

●コスト分析 

アウトソーシング予算を計上する際には、委託に要する経費と現行の業務

に要する経費（人件費相当分を含む。）を比較検討し、経費削減効果が見込め

ることを確認した上でアウトソーシングします。 

現行の業務に要する経費を算出する際には、ＡＢＣ分析と呼ばれる、活動

基準原価計算の手法などを用いて、事業費に人件費などを含めたコスト分析

を行なっていきます。 

 

●複数年契約の導入 

 受託事業者が、業務内容の習熟に時間を要し、毎年受注者が変わると事業

の充実や安定的な運営に支障が見込まれる場合や、事業を行うにあたり新た

な雇用や機械設備など初期投資が必要であり、複数年でないと収支が賄われ

ないと見込まれるものなどについては、債務負担行為による複数年契約を導

入していきます。 

 

●積算基準 

業務を発注する際には、必要なコストを適切に積算することが欠かせません。

土木部をはじめとする公共事業のコンサルティング分野では、標準化された

積算基準が整っていますが、これから進めるアウトソーシングに適用する積

算基準は、現時点では未整備の状況にあり、予算計上を行なうときには、専

ら事業者からの参考見積をもとに予算計上額を積算しています。 

民間の事業者の方々に「県庁の仕事を受けてみたい」と受け止めていただく

ためにも事務や事業に要するコストを、直接人件費や直接経費、諸経費を組

み合わせて適切に積算する新たな積算基準を、平成 19 年度予算編成に向けて

検討していきます。 
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４ アウトソーシング人役 
 
「２ アウトソーシングに取り組む数値目標」の達成に向けて、平成 18 年度

当初予算編成や組織定数の見直しにあわせて、平成 18 年４月段階におけるアウ

トソーシング人役を次のとおり取りまとめました。 

 

※ 当初目標：基本方針に基づく当初の数値目標 

※ 計画人役：今回とりまとめた計画の人役 

今回取りまとめたアウトソ－シング人役は、平成 18 年４月までの目標とする

338 人役（うち 150 人役は平成 17 年４月までに達成済、平成 18 年４月まで 188

人役）を大きく超える 575 人役（平成 17 年４月まで 150 人役、平成 18 年４月

まで 425 人役）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年次別・職種別アウトソーシング（スリム化含む）人役

H17．4まで H18．4まで H19．4まで Ｈ20．4まで 計
△150人役 △188人役 △422人役 △500人役 △1,260人役

△150人役 △425人役 △365人役 △329人役 △1,269人役
正職員 △150人役 △293人役 △294人役 △217人役 △954人役
非常勤職員 － △　65人役 △　43人役 △　81人役 △189人役
臨時職員 － △　67人役 △　28人役 △　31人役 △126人役

実績（Ｂ） △150人役 △425人役 △575人役
正職員 △150人役 △293人役 △443人役

非常勤職員 － △　65人役 △65人役
臨時職員 － △　67人役 △67人役

(Ａ)-(Ｂ) 0人役 237人役 △685人役

当初目標（Ａ）

計画人役
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●平成 18 年度のアウトソーシング人役（スリム化を含む）の内訳 

 

平成 18 年度の実績（見込み）を見る限り、アウトソ－シング人役の内訳は、

人員のスリム化の比重が高いものになっています。 

 
●平成 18 年度の新たな業務領域への対応（職員の集中配置を予定している業

務） 

・市町村に常駐し、県民税の徴収を支援するための業務  ６人 

・大河ドラマ及びフィルムコミッションに対応する業務  ９人 

・県行造林などの経営改革のための調査業務       ６人 

・災害対策支部の機能強化のための防災業務       ５人 

・屋外広告物の適正化、不法投棄対策などの業務      14 人 

・プレジャーボート対策業務              ８人 

・会計事務の適正化のための業務            ６人 

など 

 

●平成 18 年度の民間移管 

・南海学園 64 人（正職員 54 人 非常勤職員 10 人） 

 

●平成 18 年度の主なスリム化の内容 

・県税関係     業務集中化に伴う激変緩和措置終了  △７人 

・市町村合併関係  法定協への派遣減等         △５人 

 

区分

106人
外部委託分 52人
民間移管分（南海学園） 54人

187人
293人
30人

外部委託分 20人
民間移管分（南海学園） 10人

35人
65人
2人

外部委託分 2人
65人
67人

計 425人

平成１８年度のアウトソ－シング人役 備　　　考

小計

   職員数削減見込み  110人正職員

非常勤職員

臨時職員

アウトソーシング分

アウトソーシング分

スリム化分

スリム化分

アウトソーシング分

スリム化分
小計

小計
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・健康福祉関係   市町村合併に伴う中央東福祉保健所の生活保護業務

の縮減                △10 人 

          福祉保健所の業務の見直し 健康課等 △20 人 

          療育福祉センター入院看護体制の見直し△11 人 

          総合看護専門学校の体制見直し    △ ９人 

・土木関係     出先機関の再編に伴う業務の見直し  △17 人 

 

●平成 18 年度の主なアウトソーシング業務の内容 

   ・本庁舎等の警備        △10 人 

   ・鳥獣対策の推進        △ １人 

   ・福祉施設の給食業務等     △18 人 

   ・小動物管理センターの管理運営 △ ７人 
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５ 今後の取り組み 
 

 行政改革プランにも示したとおり、平成 22 年４月までには、知事部局で正

職員 572 人の人員を削減して 3,400 人体制にするとともに、10 年以内には

3,000 人体制を目指す必要があります。 

 この目指す職員数は、今後増加する退職者数に対して新規の職員採用を極力

抑制しながら、時代とともに変化する行政ニーズにあわせて常に事務事業や組

織の見直しなどを進めることで対応していくことになりますが、ただ単に職員

数を削減して良しとするのではなく、少ない職員数でも県民サービスを低下さ

せることなく実施できる体制を、早期に構築していくことが重要です。 

民間の技術力やノウハウを活用するアウトソーシングは、そのための有効な

手段の一つですので、アウトソーシングに積極的に取り組むことで、民間と行

政の双方にこれからの公共サービスを支える体制づくりを進めることが必要

です。 

 今回、取りまとめたアウトソーシング実施計画を基に、毎年の予算編成や組

織定数の見直しに併せてローリングを行い、より有効なアウトソーシングが実

施できるように取り組んでいくこととします。 
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●今後アウトソーシングを検討する業務（主要例）  
 

部  門 業 務 名 業  務  内  容 関係所属名 目標年次 

設備管理 電気機械設備、空調設備等の整備及
び保守管理 

管財課 平成 20 年度 

運転業務 運転士付き公用車の運転業務 管財課ほか 平成 19 年度～ 

庁舎等管理
部 門 

電話交換 代表電話の交換業務 管財課 平成 20 年度 

旅券発給 パスポートの申請受付、作成、交付 国際交流課 平成 19 年度 

自動車税受付 自動車税申告書の受付、審査、証紙
徴収 

中央東県税 
事務所 

平成 20 年度 

総合受付 本庁舎の窓口案内、県民室等の運営 県政情報課 平成 20 年度 

窓口・相談
業 務 部 門  

相談業務 消費生活相談、交通事故相談 県民生活課 平成 19・20 年度 

職員研修 
職員研修の企画提案、実施・運営、
研修評価、図書・備品管理、施設管
理等 

職員能力開発
センター 

平成 19 年度 
 

内 部 管 理  
事 務 部 門  

 

総務事務 
総務事務センターを設置し、庶務事
務及び会計事務を集中処理 

全 所 属 平成 19 年度 

調 理 師 免 許 等
関係業務 

調理師試験、調理師就業届出、調理
師免許証発行、栄養士免許発行 

健康増進課 平成 19 年度 

保 健 衛 生  
・ 

福 祉 部 門  

介 護 支 援 専 門
員研修業務等 

障害者ケアマネジメント従事者研
修の実施等 

障害福祉課 
ほか 

平成 19～20 年
度 

検査業務 計量法に基づく定期検査業務 計量検定所 平成 19・20 年度 商 工 部 門  

債権管理 債権の管理・回収業務 金融課 平成 20 年度 

森林管理 
治山事業計画作成、治山施設点検パ
トロール、保安林地籍異動調査、特
定保安林調査 

林業事務所 平成 19 年度 

種苗生産 エビ類、ヒラメ等の種苗生産業務 
栽培漁業セン
ター 

平成 20 年度 

農 林 水 産  
部   門 
 

漁船登録 漁船登録票の検認業務 漁業管理課 平成 19 年度 

土 木 部 門  
建設業許可等 

建設業許可申請及び経営審査の受
付 

建設管理課 平成 19 年度 
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用語解説



SOHO事業者・MB

地元企業

提言

NPO

支援相談

設置

提案

アドバイス・提案・情報要求

相談・提案・報告

参加

知事

指示

助言・協力

外部委託

業務再編検討ＷＧ

委員会委員・推進室
職員・所管所属職員・
地域支援企画員・
県内諸団体関係者
などにより構成

参加・相談

市民団体

　　ＭＢ･･･マイクロビジネス（小規模企業や個人事業者）

報告

市町村

アウトソーシング推進体制（案）

評価分科会

アウトソーシング推進
プロジェクト会議

アウトソーシング推進員

業務所管所属

アドバイス

民間等

業務改革
推進室

アウトソーシング
検討委員会 促進分科会

オブザーバー参加
サポート参加

基
本
方
針

ア
ド
バ
イ
ス

参
加
　
　
　

各部局

相談 支援

1
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アウトソーシング人役等の考え方 
 
 
(1) アウトソーシング人役 27%の考え方 

○現在県庁が行っている業務量の 30%を目標としてアウトソーシングして
いきますが、アウトソーシングに伴って契約事務など新たな事務が発生
し、その事務を処理するため、1 割程度の人役が必要と考え、アウトソ
ーシングする人役を 27％と設定する。 
    30％（業務量）×（１－ 0.1）＝27％（人役） 

 
 
(2) アウトソーシング総人役 
○知事部局の総人員数 4,695 人の 27％に当たる 1,260 人役（端数は部局単
位で切り捨て）に相当する業務をアウトソーシングする。 
・知事部局の総人員 

正職員     4,122 人（H15.11.1 現在） 
非常勤職員    337 人（H17.4.1 現在） 
臨時職員     236 人（H17.4.1 現在。但し、育児休業等の代

替職員を除く） 
       合 計      4,695 人 
 

 
(3) 年次別アウトソーシング人役についての考え方 

○下記の時期に該当する人役をアウトソーシングする。 
・平成 18 年 4 月までに、総人員数×0.08（業務量）×0.9＝338 人役 
・平成 19 年 4 月までに、総人員数×0.10（業務量）×0.9＝422 人役 
・平成 20 年 4 月までに、総人員数×0.12（業務量）×0.9＝500 人役 

合 計＝1,260 人役    
◇ うち 150 人役は H16～H17 にアウトソーシングや、業務の廃止等
により対応済（今後 1,110 人役）。 

 
 
(4) アウトソーシング実施計画の策定期限 

○平成１８年度当初予算見積書の財政課への提出期限（平成 17 年 11 月 16
日）までにアウトソーシング実施計画を策定し業務改革推進室へ提出す
る。 
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目的 形態の種類

※形態の種類は、慶応義塾大学花田教授
の花田モデルを参考にしました。

H16.9.27改訂版　業務改革推進室　

　業務の細分化を考えてみま
しょう
　一部分はアウトソーシングで
きる場合があります

◎法令で、職員が実施しなければならないと
　されている業務、あるいは制度上委託がで
　きない業務ですか

◎権利を制限し、または義務を課すなど公権
　力の行使を伴う業務ですか

◎政策的判断、公的意思の形成を伴う業務
　ですか

◎機密性・危機管理が強く求められる業務で
　すか

廃止

市町村移譲

アウトソーシング検討対象

　　あなたの業務の点検・洗い出し（項目整理）
　をしてみてください。

県が直接担う
べき業務

Yes

すべてNo

アウトソーシング検討はじめ
～県業務をアウトソーシングするために～

No

◎県の信用や情報力、調整能力、独自の技
　術力や専門性を要する業務で、外部からの
　評価が高いなど今後も維持することが望ま
　しい業務ですか

　できる手立てを考えてみ
ましょう

（規制緩和・仕組みの工夫）
特区、条例制定・改正、認
証制度、地方独立行政法
人化など

◆県民サービスの質の向上
◆民間との協働による人材育成、雇用創出
◆県民の参画、地域の活性化
◆県庁の自発的なスリム化

公平性･公正性が
強く求められます

未来の県益をリー
ドすることが期待
されます

管理責任が厳し
く問われます

県の独自性が発
揮できます

業務の点検・洗い出し

業務の整理

アウトソーシングの検討

公平性･公正性が
強く求められます

　業務の細分化で、県
内の受注機会が広が
ることもあります ①企画・運営の一括委託

②コンサルティング（企画のみの委託）
③外注・代行（運営のみの委託）
④人材派遣
⑤民間移管

◎アウトソーシングすることにより、かけがえ
　のない価値（県の存立、知的財産など）を
　失うことになりますか？

No

Yes

社会情勢や県民ニーズ
に合わないものは制度
そのものを変える努力
が必要です

　業務の細分化を考えてみましょう
　一部分はアウトソーシングできる
場合があります

（例）企画・執行・管理の分離
　　　案づくりと決定手続の分離
　　　県民向け・職員向けの区分
                                 　　など

Yes

「県と市町村の役割分担
の考え方(H16.2)」に基づ
く点検

業務には様々なコストが
かかっています。トータル
コストを考え、よりよい方
法を検討しましょう。
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H16.9.1業務改革推進室

県は直接担うべき業
務に集中

民間でできることは
民間に

●県民ニーズの多様化・複雑化
●小さな政府
　　（コストを下げる、負担を増やさない･･･）
●・・・・・・・・・

県業務の外部委託（アウトソーシング）による業務改革
～新しい自治のしくみを目指して～

県民

●県財政の危機的状況・大幅な財源不足
●県庁特有の複雑な事務処理がコスト高を招く
●大量退職時代を迎える
●・・・・・・・

県庁

●県民は多様で質の高いサービスを享受 ●自治体経営の持続
●県益をリードする政策集団への質的転換
●県民・民間とともに仕事をする開かれた県庁へ
●県民・民間と職員が仕事を通じて切磋琢磨
●新たな行政課題への対応

アウトソーシング後の姿

◆県民サービスの質の向上
◆民間との協働による人材育成、雇用創出
◆県民の参画、地域の活性化
◆県庁の自発的なスリム化

アウトソーシングの目的

◆県民・民間と県庁の関係が変わる
　　◇県民・民間と県庁の最適な機能分担
　　　　（それぞれの強みを生かした組み合わせ）
　　◇県民・民間と県庁の新しいつき合い方
　　　　（ともに県民生活を支えるパートナー）

アウトソーシング（県がとるべき改革
の自発的な手法）がもたらす変化

◆財政構造改革
◆行政改革
◆ＩＴ化・集中化による業務改善
◆・・・・・

その他の改革の手法

背景

アウトソーシングできない
ものを考える

アウトソーシングの検討の視点

県民は 県庁は

●公共に関わる県民の増加
●民間の技術力と創意工夫によるビジネス
　 チャンスの拡大
●雇用の拡大
●地域の知恵と資源の活用

民間・地域では
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品質管理をする者 定義

　担当者
高知県契約規則（昭和39年高知県規則第12号）第50条に規定する監督職
員または担当者

　上席者 担当者の上席にいる職員

所属長 業務を所管する所属長

有識者等 業務内容に精通した庁外の有識者と副部長等

業務の区分 対象業務の内容

タイプⅠ
・企画提案を伴う事業を包括的に委託する業務。
・契約金額の基準なし
（ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ等）

タイプⅡ ・契約金額1,000万円以上の業務

タイプⅢ ・契約金額50万以上1,000万円未満の業務
・委託期間30日以上

タイプⅣ ・契約金額50万以上1,000万円未満の業務
・委託期間30日未満

タイプⅤ ・契約金額50万円未満

品質管理ガイドライン（第２版）―抜粋― 

１．品質管理の目的  

委託者が求める品質が確保されているかどうかを評価し管理するとともに、民間のノウハウを活かして、

業務の目的に沿った効果を最大限発揮するために実施します。 

 

２．品質管理の進め方 

品質管理を行う者は、品質管理の時期、項目、場所を計画し、所定の品質管理計画書を作成します。この

計画書に基づき、業務のそれぞれの段階で、要求する品質がどの程度満たされているのかを評価します。評

価の結果、品質が満たされていなければ満たされるように管理を行います。 

 

１．品質管理者 

品質管理は担当者と上席者の２名があたります。業務の規模によっては所属長が、また業務の内容によっ

ては、業務に精通した技術や幅広い経験等を有する副部長や、広く庁外の視点を持った外部の有識者も加わ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．業務の区分 

対象業務は、下表のとおり区分されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．品質管理の項目と時期 

（１）業務の企画段階 

企画提案を伴う業務を包括的に委託する場合で、契約前に民間から企画提案書等が提出される着手前の
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段階です。民間から提出された企画提案書や見積書をもとに、企画提案力、課題抽出・解決策の提案力

等、「企画品質」の評価を行います。 

（２）業務の設計段階 

契約後、契約内容を実現する設計を行う着手時の段階です。受託者から示される実施方針と工程を確認

します。特に受託者の業務目的・内容・水準の理解、技術力等、「設計品質」の評価を行います。 

（３）業務の履行段階 

履行期間内に、前述（２）の設計が実現されているかの確認を行う中間の段階です。 受託者の工程管

理、迅速性・弾力性、ミス・トラブルの発生状況等、「作業品質」の評価を行います。 

（４）業務の完了段階 

検査または検認で合格となった業務を総合評価する段階です。検査または検認では、業務の成果につい

て、契約書や仕様書等との適合が確認され合否の判定がされます。業務の完了段階では、合格になった業

務の成果の「出来栄えと有効度」について評価を行い、これに業務の各段階で評価された「企画品質」・「設

計品質」・「作業品質」が、業務を通じてどうであったかという結果について再度評価を加えた総合評価を

行います。 

※１ 網掛の部分が、評価の項目です。 

※２ 履行段階は、概ね業務の進捗が３０％から８０％の間で最適な時期を１回以上選定します。 

※３ 所属長、副部長等、庁外の有識者が「品質管理評価シート」を用いて評価を行うのは、完了段階のみです。企画段
階、設計段階、履行段階では評価をすることはありませんが、業務内容の把握に努めるとともに、担当者等と連絡を
取り品質管理を行って下さい。 

※４ ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ等で企画提案の審査する場合は、企画段階の評価を行うことはありません。 

 

３．評価結果の活用 

完了段階の総合評価は成績評価としてとりまとめられ、次のことに活用します。 

１． 受託者の業務履行能力を向上させる資料 

２． 委託者の品質管理の改善 

① タイプⅠ タイプⅡ タイプⅢ タイプⅣ タイプⅤ

１．企画
段階

(着手前)
企画品質 企画品質 企画品質 企画品質 企画品質

２．設計
段階

(着手時)
設計品質 設計品質 設計品質 設計品質 設計品質

３．履行
段階

(中間)
作業品質 作業品質 作業品質 作業品質 作業品質

４．完了
段階

(完了時)

 【総合評価】
企画品質
設計品質
作業品質

出来栄え・有効度

 【総合評価】
企画品質
設計品質
作業品質

出来栄え・有効度

 【総合評価】
設計品質
作業品質

出来栄え・有効度

 【総合評価】
設計品質

出来栄え・有効度

 【総合評価】
出来栄え・有効度

③

担当者
上席者
所属長
有識者等

担当者
上席者
所属長

担当者
上席者

担当者
上席者

担当者
上席者

②

業務の区分

品
質
管
理
の
項
目

品質管理員
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コスト分析について  －抜粋－ 

 

 

アウトソーシングを検討する際には、コストアップにつながるアウトソーシングは行わないことを前

提としていますので、現状コストの把握が必要となります。また、業務の改善を行う際にも、どの作業

にコスト面での問題があるのかを明確にする必要があります。 

コストと言えば、事業費や事務費といった直接経費を思い浮かべるかもしれませんが、ここでは、そ

の業務を行うために必要な人件費を作業・事務ごとに割り振る手法（活動基準原価計算：ＡＢＣ＝

Activity-Based Costing）を使います。 

そこで、どのようにコストを算出すればいいのか、その方法と考え方について説明します。 

 

アウトソーシングの可能性を検討する際の、職員の人件費単価については以下のとおり、平均単価を

使用することとします（委託料と比較する場合）。職種によって、人件費単価が大きく異なる場合など、

この数字に拠りがたい場合は、委託にあたって、どのような条件が必要かを個別に判断することになり

ます。 

 

① 正職員：5,760 千円 

② 非常勤職員：1,777 千円（月額 144,400 円） 

③ 臨時職員：1,751 千円 

 

なお、上記の金額には、共済費の事業主負担金等は含まれていません。事業主負担等の経費（社会保

険料の事業主負担分など）は、「人件費」ではなく、「諸経費」の費目で算定します。人件費とは、労働

者に支払う給料（社会保険料の本人負担分及び税込みの金額。賞与も含む）だとお考え下さい。諸経費

は、平均単価で計算した人件費相当額に、業務の内容に応じた諸経費率（概ね 20～30％の範囲内）を乗

じて算出します。そのため、現在のコストを委託費と比較する際には、「現在コスト＝現在の人件費＋

諸経費見込み＋直接経費」を算出してから、見積額と比較する必要があります。 

 

※諸経費：社員を雇用するために必要な経費（間接経費＝社会保険料や福利厚生のための費用等）や

企業の儲け分を見込んだ額にあたるもの。 

※直接経費：予算書に載る事業費と考えて下さい。需用費、報償費、旅費など。 
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１．算定方法 

① アンケート人役ベース 

 1 人が 1 年間に従事する全業務をトータルして、1 人役と考えます。例えば、「Ａ業務に 0.3、

Ｂ業務に 0.2、Ｃ業務に 0.5」として、1 人の業務が 1.0 になるように分けます。担当者の感覚

で、ザックリと出してください。仮に2 人でＡ業務を行っている場合は、2 人の人役を合わせて

ください。 

 

○「事例１」は所属が同じ場合の、業務ごとの割合を確認するためのものです。業務一覧表を

作成する場合は、この考え方がベースになります。 

 

○「事例２」は例えばＡ業務に関して、複数の担当者（所属）が関わっている場合、Ａ業務全

体の人役を確認するために行うものです。 

 この事例では、「調理師業務従事者届関係業務」に、出先機関である福祉保健所が関わってい

るため、福祉保健所の各担当者が従事している割合（人役）を出すために、アンケート調査を

行いました。 

 

 

 

 

 

 

（例：Ｅ福祉保健所のe さん） 

17日

5%

No.
あなたの
業務割合

1 40

2 20

3 40

１００％

従事施設別の該当者数の集計、起案決裁

調理師業務従事者届・受付

審査

ＴＯＴＡＬ　

設問A．あなたが１年間に下記の業務（No.1～３）に従事する日数は何日程度ですか？

設問C．「下記の業務に従事している時間」を１００％としたときに下記のNo.１～３について、どれくら
いずつ従事していますか？
　　　　（％でご記入ください）

設問B．上記の日数（勤務時間）のうち、「下記の業務に従事している割合」は何%程度です
か？

業務区分

集計

包含する活動

調理師業務従事者届書類の受付、書類確認

調理師業務従事者届書類の内容審査

事例１ 

事例２ 

●アンケート様式 

Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん 合計

調理師業務従事者
届 関 係 業 務 0.3人役 0.3人役

研 修 開 催 業 務 0.2人役 0.1人役 0.2人役 0.5人役

協 議 会 開 催 業 務 0.5人役 0.1人役 0.7人役 1.3人役

医 療 費 支 払 業 務 0.6人役 0.1人役 0.7人役

認定審査・交付業務 0.2人役 0.8人役 0.2人役 1.2人役

合　　　計 1.0人役 1.0人役 1.0人役 1.0人役 4.0人役

●「××課」業務内訳 
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※活動量算出方法 

年間総勤務時数（休日を除いた勤務すべき日数×8時間） 

   －（「年休＋夏期休暇」平均取得時数）＋時間外勤務平均時数＝年間労働時間数 

               → 1,890 時間を 1 年間の労働時間とします 

     

例：e さんの設問Ｃの１に関する活動量 

       （17 日×5％×40％）÷（1,890 時間÷8 時間）＝0.0014 

 

 

② 所要時間人役ベース 

 各業務の作業ごとの処理時間や処理件数をもとに活動量を割り出して、その業務に実際にか

かっているコストを出す方法です。職務分掌やヒアリングをもとに、作業のパーツに分けます

が、基本的には「業務区分＝活動の大きな流れ」「包含する活動（業務内容）＝作業の細かい流

れ」となります。概ね、業務区分でコストを出す方法をとりますが、担当者にとっては、業務

内容で考える方が分かりやすいと思いますので、下記の「事例３」を参照にして下さい。 

 業務が一時期に集中して、時間外が多い業務や、業務を分割してアウトソーシングを考えて

いる場合など、作業ごとに詳細なコストを出したいケースに向いています。 

 

●調理師業務従事者届 活動量調査（福祉保健所） 集計
A Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

a b c d e

17 16 20 10 17 -
6% 6.25% 35% 5% 5% -

1 20% 30% 50% 20% 40% -

2 50% 30% 30% 20% 20% -

3 30% 40% 20% 60% 40% -

1 0.0009 0.0013 0.0148 0.0004 0.0014 0.0188
2 0.0022 0.0013 0.0089 0.0004 0.0007 0.0135

3 0.0013 0.0017 0.0059 0.0013 0.0014 0.0116

0.0043 0.0042 0.0296 0.0021 0.0036 0.0439

10% 10% 68% 5% 8% 100%

209件 194件 289件 83件 290件 1,065件

TOTAL

活動量構成比

H16受理件数

職　　員
所　　属

活動量（人役）
TOTAL

活動量
（人役）

設問A（日）

設問Ｂ（％）

設問C（％）
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※活動コスト＝平均単価×標準作業時間（1 件あたり）×年間件数×従事人数÷年間労働時間 

（1,890 時間×60 分） 

事例３ 

No. 業務区分 No. 業務内容
標準作業時間（分）
〈１件当たりの処理〉

・・・ａ

年間件数
･･･ｂ

従事
人数
･･･ｃ

業務量(分）
･･･ａ×ｂ×ｃ

1 特定疾患医療受給者証行進対象者の抽出
2 更新申請書類様式の作成
3 様式送付の起案（所属長決裁）

4 更新申請書類の印刷
5 送付準備
6 受給者証更新申請書類を送付 2,640 1 1 2,640

7 電話等の問い合わせへの対応 15 800 1 12,000
8 申請書類の受理
9 不備等の連絡（対申請者）

10 申請書類の整理
10' 申請書類の整理（繁忙期の時間外勤務分） 180 40 1 7,200
11 受給者証交付及び審査結果通知の起案

12 所属長決裁
13 医療費受給証等の作成 1,200 1 2 2,400
14 医療費受給証等の送付 2,160 1 2 4,320

15 請求内容の審査
16 疑義発生時の確認
17 医療費支払書類の作成・起案

18 所属長決裁
19 支払書類回付（⇒会計課）
20 実績報告書・実施状況報告の作成､起案

21 部長決裁
22 知事印押印
23 実績報告書及び実施状況報告の提出（⇒国）

24 国からの交付金決定の通知の受理
25 国庫補助金受入のための書類の作成、起案
26 所属長決裁

85,840

1

2 38,4002 申請書受理 19,200 1

1 10,000
3 審査・受給

者証交付

2.5 4,000

1 2,8804 公費負担医
療費等支払 240 12

1 1,2005 国庫補助金
関係業務 1,200 1

総計

●特定疾患治療研究事業

1 4,800
1 更新申請書

類の送付
4,800
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地域版アウトソーシングの推進 

 

＜趣旨＞ 
●仕事や人材、教育などの機能が中央部に集中する高知県では、雇用創出や人材育成

といったアウトソーシングの効果が中央部に限定されてしまいがちである。しかし、

インターネットを利用するなど離れた場所でも仕事ができるテレワーク（時間や場

所にしばられない働き方）を活用すると、県内各地の人材の活用が図れ、アウトソ

ーシングの効果を広く地域振興につなげていくことが可能となる。 
●そこで、履行場所に制約のない業務を県庁から離れた中山間地域の事業者に発注す

る取り組みを「地域版アウトソーシング」と位置付けて、中山間地域の就業機会の

創出や業務を通じた人材育成、さらには、行政への参画意識の醸成による地域の活

性化を進めていく。 
 

＜効果＞ 
●県庁の仕事を県内どこでも受ける事ができる(市内と中山間地域の雇用機会均等) 
●打合せのため県庁まで出向かなくてもよい(時間および移動コストの削減、環境負

荷の軽減) 
●県内各地の人材の活用と育成ができる 
●就業機会の乏しい中山間地域での生活の安定に役立つ 
●県庁の仕事に関わることで行政への関心が高まる 

＜業務の例＞ 
●会議録の作成 
●パンフレット・ホームページの作成 
●調査・集計 
●コールセンター 

 

高知県庁

自治体

SOHO
障害者
高齢者

ＮＰＯ

テレワーカー 高知県庁

自治体

SOHO
障害者
高齢者

ＮＰＯ

テレワーカー

資料７ 



用語解説

用　　語 解　　説

アウトソーシング

　日本語に訳せば「外部資源化」あるいは「外部委託」という言葉になります。
　今回の取り組みで使う「アウトソーシング」は、県庁の業務を単に代行してもらう
というだけでなく、民間企業やＮＰＯ、ＳＯＨＯなどの方々が持っている優れた知
恵や技術を取り入れて、より良いサービスを実現するという意味も含んでいま
す。

指定管理者制度

　指定管理者制度とは、文化施設や公園、体育館など、住民の福祉を増進する
目的のために地方公共団体が設置した「公の施設」の管理について、民間事業
者を含む地方公共団体が指定するもの（「指定管理者」）に管理を行わせる制度
のことです。
　指定管理者制度は、委託契約に基づくものではなく、指定という行政処分の一
種であるところに特徴があります。

ＰＦＩ

　ＰＦＩ（Private Finance Initiative）とは、公共施設等の設計、建設、維持管理及び
運営に民間の資金、経営能力、技術的能力を活用し、行政サービスの提供を民
間主導で行う手法です。
　ＰＦＩは、民間の資金を活用して民間主導で行われるところに特徴があります。

指名競争入札 　あらかじめ定められた要件で入札参加者を選定し、その中で競争入札する発
注方法です。

プロポーザル 　随意契約の一種で、企画提案型の業者選定方法です。

随意契約 　競争入札を経ずに、直接受託者と契約する発注方法です。

県内企業 　アウトソーシングに関しては、県内に主たる営業所（本店又は本社）を置く企業
を指します。

テレワーク 　テレワーク（Telework） とは、 「情報通信技術（ＩＴ）を利用した場所・時間にとら
われない働き方」をいいます。（日本テレワーク協会ホームページより）

地域版アウトソーシング

　就業機会の乏しい中山間地域に、たとえ小規模であっても生活の安定に結び
つく仕事や地域の支えあいに役立つ仕事などをアウトソーシングすることで、地
域の振興に役立てようという取り組みを、県では「地域版アウトソーシング」と呼
んでいます。

ＯＪＴ 　ＯＪＴ（On-The-Job Training）とは、実務を通じて行う教育訓練のことです。


